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◎
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
六
〇
・

県

民

協

働

課
）　

一

◎
佐
賀
県
母
子
自
立
支
援
員
設
置
規
程
の
一
部
改
正  
�

�
（
一
六
一
・
母
子
保
健
福
祉
課
）　

一

◎
児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
第
三
条
第

　

一
項
に
規
定
す
る
徴
収
金
基
準
の
一
部
改
正  
�
�
�
�
（
一
六
二
・　
　
　

〃　
　
　

）　

二

◎
佐
賀
県
建
設
工
事
請
負
契
約
約
款
の
一
部
改
正  
�
�
�
（
一
六
三
・
建
設
・
技
術
課
）　

三

◎
佐
賀
県
屋
外
広
告
物
審
議
会
規
程
の
廃
止  
�
�
�
�
�
（
一
六
四
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）　

四

◎
住
み
た
い
佐
賀
の
家
づ
く
り
促
進
事
業
制
度
要
綱
の
一
部
改
正

  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
六
五
・

建

築

住

宅

課
）　

三

◎
旧
佐
賀
県
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
の
一
部
改
正  
（
一
六
六
・　
　
　

〃　
　
　
　

）　

四

◎
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
の
一
部
改
正  
�
�
�
（
一
六
七
・
港　
　

湾　
　

課
）　

四

◎
佐
賀
県
未
収
債
権
審
査
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正  
（
一
六
八
・
財　
　

務　
　

課
）　

七

◎
佐
賀
県
公
営
競
技
収
益
金
貸
付
資
金
貸
付
要
綱
の
一
部
改
正

  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
六
九
・
市　

町　

村　

課
）　

七

◎
佐
賀
県
財
務
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
帳
簿
そ
の
他
の
様
式

  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
七
〇
・
会　
　

計　
　

課
）　

七

◎
公
金
事
務
取
扱
要
領
の
一
部
改
正  
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
七
一
・　
　
　

〃　
　
　
　

） 
二
五
五

◎
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正  
�
�
�
�
�
�（
一
七
二
・　
　
　

〃　
　
　
　

） 
二
五
五

◎
物
品
の
製
造
、
修
理
又
は
購
入
に
関
す
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
の
で
き

　

る
者
の
資
格
及
び
資
格
審
査
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
一
七
三
・

用

度

管

財

課
） 
二
五
五

�
�
�
�
�
�
�
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
年
佐
賀
県
告
示

第
六
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
中
「
午
後
五
時
三
十
分
」
を
「
午
後
五
時
十
五
分
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
県
民
協
働
課
長
」
を
「
男
女
参
画
・
県
民
協
働
課
長
」
に
改
め
る
。
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佐
賀
県
母
子
自
立
支
援
員
設
置
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
佐
賀
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

　

第
四
条
の
表
中

「

佐
賀
市　

多
久
市

小
城
市　

神
埼
市

佐
賀
郡　

神
埼
郡

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

佐
賀
市　

多
久
市

小
城
市　

神
埼
市

佐
賀
郡　

神
埼
郡

三
（
た
だ
し
、
三
人
の
う
ち
一
人
は
、
鳥

栖
市
及
び
三
養
基
郡
を
本
務
と
し
て
担
当

す
る
支
援
員
が
兼
務
す
る
も
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

を
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附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

児
童
福
祉
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
徴
収
等
規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
徴
収
金
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
佐
賀
県
告
示
第
四
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

本
文
中
「
措
置
児
童
」
を
「
措
置
児
童
等
」
に
、「
措
置
世
帯
」
を
「
入
所
世
帯
」
に
、

「
措
置
妊
産
婦
」
を
「
入
所
妊
産
婦
」
に
、「
そ
の
扶
養
義
務
者
」
を
「
そ
の
措
置
児
童
等
の

属
す
る
世
帯
の
扶
養
義
務
者
（
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
入
所
児
童
の
扶
養
義
務
者
は
除
く
。）」

に
改
め
る
。

表
一
の
税
額
等
に
よ
る
階
層
区
分
の
欄
中
「含

む
。

）」
の
次
に
「及

び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（平
成
６
年
法
律
第

３０
号

）に
よ
る
支
援
給
付
受
給
世
帯

」
を
加
え
、「３０
,０００
円

」
を
「１５

,０００
円

」
に
、「３０

,０

０１
円
以
上
８０
,０００
円
以
下

」
を
「１５

,００１
円
以
上
４０
,０００
円
以
下

」
に
、「８０

,００１
円
以
上
１４０

,０００
円
以
下

」
を
「４０

,００１
円
以
上
７０
,０００
円
以
下

」
に
、「１４０

,００１
円
以
上
２８０
,０００
円
以
下

」

を
「７０

,００１
円
以
上
１８３
,０００
円
以
下

」
に
、「２８０

,００１
円
以
上
５００
,０００
円
以
下

」
を
「１８３

,０

０１
円
以
上
４０３
,０００
円
以
下

」
に
、「５００

,００１
円
以
上
８００
,０００
円
以
下

」
を
「４０３

,００１
円
以
上

７０３
,０００
円
以
下

」
に
、「８００
,００１
円
以
上
１
,１６０
,０００
円
以
下

」
を
「７０３

,００１
円
以
上
１
,０７８
,０

００
円
以
下

」
に
、「１
,１６０
,００１
円
以
上
１
,６５０
,０００
円
以
下

」
を
「１

,０７８
,００１
円
以
上
１
,６３２
,００

０
円
以
下

」
に
、「１
,６５０
,００１
円
以
上
２
,２６０
,０００
円
以
下

」
を
「１

,６３２
,００１
円
以
上
２
,３０３
,０００

円
以
下

」
に
、「２
,２６０
,００１
円
以
上
３
,０００
,０００
円
以
下

」
を
「２

,３０３
,００１
円
以
上
３
,１１７
,０００
円

以
下

」
に
、「３

,０００
,００１
円
以
上
３
,９６０
,０００
円
以
下

」
を
「３

,１１７
,００１
円
以
上
４
,１７３
,０００
円
以

下

」
に
、「３

,９６０
,００１
円
以
上
５
,０３０
,０００
円
以
下

」
を
「４

,１７３
,００１
円
以
上
５
,３３４
,０００
円
以

下

」
に
、「５

,０３０
,００１
円
以
上
６
,２７０
,０００
円
以
下

」
を
「５

,３３４
,００１
円
以
上
６
,６７４
,０００
円
以

下

」
に
、「６

,２７０
,００１
円

」
を
「６

,６７４
,００１
円

」
に
改
め
、　

同
表
の
徴
収
金
基
準
月
額
の
欄

中
「母

子
生
活
支
援
施
設

」
の
次
に
「、

児
童
自
立
支
援
施
設
通
所
部
、
情
緒
障
害
児
短
期

治
療
施
設
通
所
部
、
自
立
援
助
ホ

ーム

」
を
加
え
、
同
表
の
備
考
１
中
「助

産
施
設

」
の
次

に
「、

フ
ァ
ミ
リ

ーホ

ーム

」
を
加
え
、
同
表
の
備
考
２
中
「第

３１４
条
の
７
及
び
同
法
附
則

第
５
条
第
３
項

」
を
「第

３１４
条
の
７
第
１
項
第
１
号
及
び
第
２
項
並
び
に
第
３１４
条
の
８
並
び
に
同
法

附
則
第
５
条
第
３
項
及
び
第
５
条
の
４
第
６
項

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
３
の
�
中
「第

９２
条
第
１

項

」
を
「第

７８
条
第
２
項
第
１
号
、
第
９２
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
３
の
�
中
「第

４

１
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
４１
条
の
２

」
を
「第

４１
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
、
第
４１
条

の
２
、
第
４１
条
の
３
の
２
第
４
項
及
び
第
５
項
、
第
４１
条
の
１９
の
２
第
１
項
並
び
に
第
４１
条
の
１９
の
３

第
１
項

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
７
の
�
中
「助

産
施
設
へ
の
入
所
措
置

」 

を
「助

産
の
実

施

」
に
、「１６

,８００
円

」
を
「８

,４００
円

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
７
の
�
中
「措

置
妊
産
婦

」

を
「入

所
妊
産
婦

」
に
、「１６

,８００
円

」
を
「８

,４００
円

」
に
、「入

所
の
措
置
が
採
ら
れ
た
日

か
ら
解
除
さ
れ
る

」
を
「入

所
し
た
日
か
ら
退
所
さ
れ
る

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
８
中
「１

２０
,０００
円

」
を
「６０

,０００
円

」 

に
、「D８

階
層

」 

を
「D３

階
層

」
に
、「１２０

,００１
円

」
を
「６

０
,００１
円

」
に
改
め
る
。

　

表
二
の
対
象
収
入
額
等
に
よ
る
階
層
区
分
の
欄
中
「含

む
。

）」
の
次
に
「及

び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支

援
給
付
受
給
者

」
を
加
え
る
。

　

表
三
の
世
帯
の
階
層
（
細
）
区
分
の
欄
中
「含

む
。

）」
の
次
に
「及

び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付

受
給
世
帯

」
を
加
え
、「C

1階
層

」
を
「C１

」
に
、「C２

階
層

」
を
「C２

」
に
、「４

,８００
円

」

を
「２

,４００
円

」
に
、
「D１

階
層

」
を
「D１

」
に
、
「４

,８０１

〜９
,６００
円

」
を
「２

,４０１

〜４
,８

００
円

」
に
、「D２

〃

」
を
「D２

」
に
、「９

,６０１

〜

１６
,８００
円

」
を
「４

,８０１

〜

８
,４００
円

」
に
、「D

３
〃

」
を
「D３

」
に
、「１６

,８０１

〜２４
,０００
円

」
を
「８

,４０１

〜

１２
,０００
円

」
に
、「D４

〃

」
を

「D４

」
に
、「２４

,００１

〜３２
,４００
円

」
を
「１２

,００１

〜１６
,２００
円

」
に
、「D５

〃

」
を
「D５

」

に
、「３２

,４０１

〜４２
,０００
円

」
を
「１６

,２０１

〜２１
,０００
円

」
に
、「D６

〃

」
を
「D６

」
に
、「４２

,００１

〜９２
,４００
円

」
を
「２１

,００１

〜４６
,２００
円

」
に
、「D７

〃

」
を
「D７

」
に
、「９２

,４０１

〜１２
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０
,０００
円

」
を
「４６

,２０１

〜６０
,０００
円

」
に
、「D８

〃

」
を
「D８

」
に
、「１２０

,００１

〜１５６
,０００

円
」
を
「６０

,００１

〜７８
,０００
円

」
に
、「D９

〃

」
を
「D９

」
に
、「１５６

,００１

〜１９８
,０００
円

」
を

「７８
,００１

〜１００
,５００
円

」
に
、「D１０

〃

」
を
「D１０

」
に
、「１９８

,００１

〜２８７
,５００
円

」
を
「１

００
,５０１

〜１９０
,０００
円

」
に
、「D１１

〃

」
を
「D１１

」
に
、「２８７

,５０１

〜３９７
,０００
円

」
を
「１９

０
,００１

〜２９９
,５００
円

」
に
、「D１２

〃

」
を
「D１２

」
に
、「３９７

,００１

〜９２９
,４００
円

」
を
「２９９

,５０１

〜８３１
,９００
円

」
に
、「D１３

〃

」
を
「D１３

」
に
、「９２９

,４０１

〜１
,５００
,０００
円

」
を
「８３１

,９０１

〜１
,４６７
,０００
円

」
に
、「D１４

〃

」
を
「D１４

」
に
、「１

,５００
,００１

〜１
,６５０
,０００
円

」
を

「１
,４６７
,００１

〜１
,６３２
,０００
円

」
に
、「D１５

〃

」
を
「D１５

」
に
、「１

,６５０
,００１

〜２
,２６０
,０００

円

」
を
「１

,６３２
,００１

〜２
,３０２
,９００
円

」
に
、「D１６

〃

」
を
「D１６

」
に
、「２

,２６０
,００１

〜３
,００

０
,０００
円

」
を
「２

,３０２
,９０１

〜３
,１１７
,０００
円

」
に
、「D１７

〃

」
を
「D１７

」
に
、「３
,０００
,００１

〜３
,９６０
,０００
円

」
を
「３

,１１７
,００１

〜４
,１７３
,０００
円

」
に
、「D１８

〃

」
を
「D１８

」
に
、「３

,９６

０
,００１
円

」
を 
「４

,１７３
,００１
円

」
に
、「D１９

〃

」
を
「D１９

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
１
の
エ

中
「義

務
者
の

」
を
「義

務
者
に

」
に
改
め
、「又

は
支
払
命
令
額

」
を
削
り
、
同
表
の
備
考

２
の
�
の
ア
中
「病

院

」
を
「土

地
の
病
院

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
２
の
�
の
ウ
中
「並

び
に

」を「、
第
４１
条
の
２
、
第
４１
条
の
１９
の
２
第
１
項
及
び
第
４１
条
の
１９
の
３
第
１
項
並
び
に

」に
、

「、

（た
だ
し

」
を
「（た

だ
し

」
に
、「及

び
同
法
附
則
第
５
条
第
２
項
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。

）及
び
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護

」
を
「、

同
法
附
則
第
５
条
第
３
項
及
び
第
５
条
の
４
第

６
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

）、
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付

」
に
改

め
、「事

実

」
の
次
に
「、

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
に
つ
い
て
は
支
援
給
付
を
受
け
て
い
る
事
実

」
を
加

え
、「ま

た
は
免
税

」
を
「又

は
免
除

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
３
中
「結

核
予
防
法

」
を

「感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（平
成
１０
年
法
律
第

１１４
号

）に
よ
る

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

表
四
の
階
層
区
分
の
欄
中
「世

帯

」
の
次
に
「及

び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
受
給
世
帯

」
を
加

え
、「１０
,０００
円

」
を
「５

,０００
円

」
に
、「１０

,００１
円
以
上
３０
,０００
円
以
下

」
を
「５

,００１
円
以

上
１５
,０００
円
以
下

」
に
、「３０

,００１
円
以
上
８０
,０００
円
以
下

」 

を
「１５

,００１
円
以
上
４０
,０００
円
以

下

」
に
、「８０

,００１
円
以
上
１４０
,０００
円
以
下

」
を
「４０

,００１
円
以
上
７０
,０００
円
以
下

」
に
、「１

４０
,００１
円

」
を
「７０

,００１
円

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

佐
賀
県
建
設
工
事
請
負
契
約
約
款
（
平
成
九
年
佐
賀
県
告
示
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

第
３４
条
第
８
項
、
第
４５
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
４９
条
第
３
項
中

「年
３
.７
パ

ーセ
ン

ト

」を
「年

３
.６
パ

ーセ
ン
ト

」に
改
め
る
。

２
　
こ
の
表
の
「
所
得
税
課
税
年
額
」
と
は
、
所
得
税
法
、
租
税
特
別
措
置
法
及
び
災
害
被

害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
さ
れ

た
所
得
税
の
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
所
得
税
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
次
の
規
定
は
適

用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

�
　
所
得
税
法
第
９２
条
第
１
項
及
び
第
９５
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で

�
　
租
税
特
別
措
置
法
第
４１
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
、
第
４１
条
の
２
、
第
４１
条
の
１９

の
２
第
１
項
及
び
第
４１
条
の
１９
の
３
第
１
項

�
　
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
１２
条

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

佐
賀
県
屋
外
広
告
物
審
議
会
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

４
　
徴
収
金
基
準
額
の
特
例

　
災
害
等
に
よ
り
、
前
年
度
と
当
該
年
度
と
の
所
得
に
著
し
い
変
動
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、

そ
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
実
情
に
即
し
た
弾
力
性
の
あ
る
取
扱
い
を
し
て
差
し
支
え
な
い

も
の
と
す
る
。



�� ����� �������� � � � � ������������ �

�
�
�
�
�
�
�
�
	


	
�

　

佐
賀
県
地
域
優
良
賃
貸
住
宅
制
度
要
綱
（
平
成
二
十
年
佐
賀
県
告
示
第
九
十
四
号
）
附
則

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
佐
賀
県
特
定
優
良
賃
貸
住
宅

制
度
要
綱
（
平
成
六
年
佐
賀
県
告
示
第
五
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

第
七
条
第
一
項
中
「
六
十
万
千
円
」
を
「
四
十
八
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

　
「
十
五
万
三
千
円
」
を
「
十
二
万
三
千
円
」
に
改
め
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
（
平
成
七
年
佐
賀
県
告
示
第
五
百
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

２　

伊
万
里
港
の
表
中

「

延
長
７２０
ｍ
、
幅
員
８
ｍ

久
原
商
港
区
臨
港
道
路

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

を

延
長
１００
ｍ
、
幅
員
８
ｍ

久
原
商
港
区
臨
港
道
路

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
、

面
積
３
,５１６
㎡

二
里
野
積
場

〃

面
積
９
,３００
㎡

久
原
野
積
場

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「

面
積
３
,５１６
㎡

二
里
野
積
場

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

住
み
た
い
佐
賀
の
家
づ
く
り
促
進
事
業
制
度
要
綱
（
平
成
十
三
年
佐
賀
県
告
示
第
二
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

第
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
、
外
装
又
は
内
装
」
を
削
り
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。ロ　

外
装
及
び
内
装
に
県
産
材
を
利
用
し
た
面
積
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の

住
宅
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
外
装
に
あ
っ
て
は
外
壁
の
仕
上
材
に
県

産
材
を
利
用
し
、
内
装
に
あ
っ
て
は
ト
イ
レ
、
押
入
等
の
収
納
部
分
以
外
の
壁
、
床

又
は
天
井
の
仕
上
材
に
県
産
材
を
利
用
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
住
宅
公
社
」
を
「
県
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



�� ����� �������� � � � � �������������

延
長
１４１
ｍ

鳴
石
２
号
護
岸

〃

延
長
３０８
ｍ

久
原
１
号
護
岸

〃

延
長
３４６
ｍ

久
原
２
号
護
岸

〃

延
長
９８
ｍ

久
原
３
号
護
岸

〃

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

延
長
１４１
ｍ

鳴
石
２
号
護
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
、

延
長
３６８
ｍ

小
島
１
号
護
岸

〃

延
長
２９６
ｍ

小
島
２
号
護
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

を

延
長
３６８
ｍ

小
島
１
号
護
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

に
、

延
長
５３
ｍ

浦
の
崎
６
号
護
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「

「

延
長
５３
ｍ

浦
の
崎
６
号
護
岸

〃

延
長
９３５
ｍ

浦
ノ
崎
埋
立
１
号
護
岸

〃

延
長
９００
ｍ

浦
ノ
崎
埋
立
２
号
護
岸

〃

延
長
３７０
ｍ

浦
ノ
崎
埋
立
３
号
護
岸

〃

延
長
８５
ｍ

浦
ノ
崎
埋
立
４
号
護
岸

〃

延
長
６３９
ｍ

浦
ノ
崎
埋
立
５
号
護
岸

〃

延
長
４６９
ｍ

浦
ノ
崎
埋
立
１
号
内
護
岸

〃

延
長
４２２
ｍ

浦
ノ
崎
埋
立
２
号
内
護
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

３　

呼
子
港
の
表
中

「

延
長
３６
ｍ
、
水
深
－
２
ｍ

先
方
１
号
物
揚
場

物
揚
場

延
長
１００
ｍ
、
水
深
－
３
ｍ

先
方
３
号
物
揚
場

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「

延
長
３０
ｍ
、
水
深
－
２
ｍ

先
方
１
号
物
揚
場

〃

延
長
１６８
ｍ
、
水
深
－
３
ｍ

先
方
３
号
物
揚
場

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、
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「

延
長
７０
ｍ
、
水
深
－
３
ｍ

新
田
物
揚
場

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「

延
長
１１６
ｍ

先
方
臨
港
道
路

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

　

４　

星
賀
港
の
表
中

「

延
長
３４
ｍ
、
水
深
－
３
ｍ

星
賀
４
号
物
揚
場

さ
ん
橋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「
延
長
７０
ｍ
、
水
深
－
３
ｍ

新
田
物
揚
場

〃

延
長
３４０
ｍ
、
水
深
－
１
ｍ
～
－
３
ｍ

殿
の
浦
け
い
船
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「

延
長
４００
ｍ

殿
の
浦
２
号
護
岸

〃

延
長
３４０
ｍ
、
水
深
－
１
ｍ
～
－
３
ｍ

殿
の
浦
け
い
船
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「

延
長
４００
ｍ

殿
の
浦
２
号
護
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「

延
長
１１６
ｍ

先
方
臨
港
道
路

〃

延
長
２３０
.９
ｍ
、
幅
員
６
ｍ

先
方
物
揚
場
１
号
連
絡
道
路

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「

延
長
１８６
ｍ

呼
子
護
岸

〃

延
長
５３
ｍ

先
方
１
号
護
岸

〃

延
長
５０
ｍ

彦
の
上
１
号
護
岸

〃

延
長
２６２
ｍ

彦
の
上
２
号
護
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「

延
長
１８６
ｍ

呼
子
護
岸

〃

延
長
１６０
ｍ

彦
の
上
２
号
護
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

「

延
長
９２９
ｍ
、
幅
員
６
ｍ

星
賀
行
田
山
２
号
道
路

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「

延
長
１４０
ｍ
、
水
深
－
５
.５
ｍ

行
田
山
岸
壁

岸
壁

延
長
３４
ｍ
、
水
深
－
３
ｍ

星
賀
４
号
物
揚
場

さ
ん
橋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、
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「

延
長
９２９
ｍ
、
幅
員
６
ｍ

星
賀
行
田
山
２
号
道
路

〃

延
長
６３
.５
ｍ
、
幅
員
６
.５
ｍ

行
田
山
岸
壁
連
絡
道
路

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「

延
長
１７５
ｍ

行
田
山
２
号
護
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

第
五
条
中
「
第
二
条
第
八
号
」
を
「
第
二
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

佐
賀
県
公
営
競
技
収
益
金
貸
付
資
金
貸
付
要
綱
（
平
成
五
年
佐
賀
県
告
示
第
二
百
三
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

第
三
条
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七　

街
路
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、
ま
ち
な
み
環
境
整
備
等
の
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る
整

備
事
業

　

第
三
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

八　

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
事
業

　

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

当
分
の
間
、
資
金
の
当
該
年
度
に
お
け
る
貸
付
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
項

第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
に
規
定
す
る
毎
年
度
の
資
金
の
貸
付
総
額
の
三

分
の
一
を
超
え
な
い
額
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

「

延
長
９２９
ｍ
、
幅
員
６
ｍ

星
賀
行
田
山
２
号
道
路

〃

延
長
６３
.５
ｍ
、
幅
員
６
.５
ｍ

行
田
山
岸
壁
連
絡
道
路

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「

延
長
４００
ｍ

行
田
山
２
号
護
岸

〃

延
長
１６
.４
ｍ

行
田
山
岸
壁
１
号
取
付
護
岸

〃

延
長
３０
ｍ

行
田
山
岸
壁
２
号
取
付
護
岸

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

佐
賀
県
未
収
債
権
審
査
委
員
会
設
置
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
告
示
第
三
百
五
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

佐
賀
県
財
務
規
則
（
平
成
四
年
佐
賀
県
規
則
第
三
十
五
号
）
第
二
百
一
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
、
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
様
式
を
次
の
表
の
と
お
り
定
め
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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